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発行：多可町商工会 

これから創業・開業を目指す方に、事業を始めるための心構え

や開業に必要な基礎知識、ビジネスプランの作成、販路拡大

のヒント、創業事例の紹介など、実際の創業に役立つ内容の

講座を行います。創業をお考えの方、下記のようにお悩みの方

がいらっしゃれば是非ご紹介ください。 

●創業したいけど、まず何から始めればいいのか分からない 

●お店や事務所を探している 

●具体的な計画はないけど創業に興味がある 

●事業を始めたいけど、もう一度計画を見直したいなど 

【開講日】 10月 7日㈬、14日㈬、21日㈬、27日㈫ 

【時  間】 全日程とも 19：00～21：00 

【場  所】 中コミュニティプラザ 2F 

 【問合せ】 多可町商工会（32-2161）または 

        多可町役場商工観光課（32-4779） 

【参加費】 無料  【定  員】 15名    （担当：金高） 

 

 

創 業 塾 2020 の お 知 ら せ 

～あなたの夢をカタチに～受講生募集 

多可町中小事業者事業継続支援金 
申請は令和 2年 9月 30日㈬まで 

 
既にお伝えしていますが、商工会で町の支援金申請の受付を

行っています。（締切が迫っておりますので、お急ぎください。） 

【対   象】 新型コロナウイルス感染症の影響により、前年同月比で

事業収入が 20％以上 50％未満減少した事業者 

【対象期間】 令和 2年 4月～6月 

【給 付 額】 小規模事業者（10 万円）・中小事業者（20 万円） 

【申請期間】 令和 2年 9月 30日㈬まで（〆切迫る） 

【申請方法】 郵送にて申請ください。 

【必要書類】 商工会ホームページをご確認ください。 

【申請窓口】 商工会 ℡：32-2161  

（担当：松田） 

 

パソコンやエアコンなども補助対象 
兵庫県事業再開支援事業の〆切は 9月 30日 

度々ご案内している情報ですが、新型コロナウイルス感染症の

感染予防を行うために使う費用に対しての補助金制度です。 

【補助対象経費の例】 

◎マスクや消毒液などの消耗品 

◎非接触型体温計、アクリルボードなどの備品 

◎空気清浄機能付きエアコンや扇風機などの備品 

◎テレワークに必要なパソコンやタブレットなどの備品 

◎事務所内の換気対策のための改修工事 

【補助金額】 
区分 中小法人 個人事業主 

県内に 1事業所の場合 20万円 10万円 

県内に 2事業所以上の場合 40万円 20万円 

※受付期間は 9月 30日まで。予算に達すると終了です。 

※購入してからの申請となりますのでお早目に申請ください。 

（担当：全職員） 

 

上限 100万円の販路開拓補助金 
コロナに打ち勝つ取り組みを支援（10月 2日〆切） 

 販路開拓に取り組む小規模事業者への補助制度として毎年

1回公募がある「小規模事業者持続化補助金」。 

 今年度は複数回チャンスがあり、さらに『コロナ型』として通常

の補助率 2/3、上限 50万円が、補助率 3/4（条件有）、

上限 100万円に引き上げられています。 

また、事業再開枠として感染防止対策の取組みにかかる経

費（上限 50万円）がプラスして補助されます。 

 現在、この『コロナ型』の今年度4回目の公募がスタートしてお

り、今回が今年度最後で、10月 2日に〆切を迎えます。 

＜例えば＞ 

●コロナの影響でストップしてしまった工程を、設備投資を行って

自社内製化して巻き直しを図りたい… 

●インターネットショップサイトを立ち上げて、非接触サービスでこ

の困難を乗り越えたい…など 

コロナ禍を販路開拓の取り組みで乗り越えたいとお考えの方

は、速やかに商工会までご相談ください。 

（担当：全職員） 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための 

備品調達が可能な事業所を探しています！ 

多可町では、自然災害等による各集落の 

避難所において新型コロナウイルス感染拡大を 

防止するための備品調達を検討されています。 

町内で調達できる備品および事業所をリスト 

化して多可町に提出したいと考えておりますので 

右ＱＲコードを読み取ってアンケートにご協力ください。 

                                （担当：本庄） 

 

タ カ タ ― タ ン の 生 地 

生 産 事 業 者 募 集!! 

多可町観光交流協会が、多可町オリジナルタータン生地「タ

カタータン」の厚手の生地（太番手）を新たに生産されるにあ

たり、生産事業者を募集します。 

【仕 様】色数…6色、数量…500 メートル 

【条 件】糸の手配から加工までの一括発注 

【納 期】令和 2年 11月 

希望される方は商工会までご連絡ください。（見本生地あり） 

（担当：本庄・杉本） 

 



 

ひょうご共済からのお知らせ 
地震危険補償特約について 

ひょうご共済の火災共済では、2020年 3月より、地震・津

波・噴火の補償「地震特約」を始めました。地震からの事業の

復興を目指す中小企業の皆さまをサポートするための補償で

す。地震危険補償特約とはお店・工場・事務所などの事業用

建物のための地震・津波・噴火による損害に備える特約です。 

【共済対象】 

昭和 56年 6月以降に建築確認申請がなされた、事業用

建物・住居用建物（新耐震基準を満たす建物） 

【共済金額の設定方法】 

主契約の共済金額 30～50％の範囲内で設定します。た

だし、1建物あたりの加入の上限額は 1,000万円です。   

【共済期間】 

 共済期間は基本 1年間ですが、2～5年間の長期または 1

年未満の短期でもご契約いただくことができます。 

共済の掛金等、詳しくは商工会までお問い合わせください。 

（担当：吉田） 

 

各種お問合せ 

 〒679-1134 多可郡多可町中区茂利 20 

 TEL：0795-32-2161  FAX：0795-32-1699 

 E-mail：shokokai@taka-cho.jp 

 【事 務 局長】 後藤 

 【経営支援課】 本庄・宮内・横畑・松本・杉本 

 【業務推進課】 松田・金高・西尾・石塚・吉田 

 

 

事業所のたかテレビ放送予定（9月） 

 
今月のたかＴＶで放送される事業所は以下のとおりです。 

みなさま、ぜひ放送をご覧ください。 

【あの店ってどんなとこ？】 vero cafe（ベロカフェ） 

【放送日時】…9月 17日㈭ 17:00～ 
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商工会は町内でのお買物を推奨しています。 

 多可町を盛り上げる企画として、多可町観光交流協会が主

催する「多可町まるごとスタンプラリー」について商工会も協力

し、登録事業所を募集しています。 

 500 円以上のお買い物でスタンプを押す形式になっています

ので、500円以上の商品・サービスをご準備ください。 

 

【登録費用】 3,000円（スタンプラリー実施経費に充当） 

【申込期限】 9月 30日㈬ 17時 

【連 絡 先】 多可町役場商工観光課 TEL32-4779 

多可町商工会 TEL32-2161 

参加希望の方は、役場商工観光課に直接もしくは商工会担

当までご連絡ください。 

    （担当：吉田・本庄） 

今年も「多可町まるごとスタンプラリー」開催！！ 
登録事業所を募集します 

新型コロナウイルス感染症の影響によって、一時的に従業員

が「人手余剰」になっていませんか？ 

 一方でずっと「人手不足」に悩んでいませんか？ 

 兵庫県では、人手余剰となっている事業主から、人手不足に

なっている事業主へ、期間限定で人材融通等を行う取り組み

（ワークシェア）が開始され、求人情報を提供するウェブサイト

が開設されました。 

 社労士や中小企業診断士への専門相談も可能です。 

  ひょうごワークシェアサイト 

ひょうごワークシェアサイトのご案内 
「人手余剰」と「人手不足」ワークシェアでどちらも解決できます 

Go Toトラベル地域共通クーポン取扱店舗登

録開始と Go To Eat について 

Go To トラベルについて 

旅行代金の 35％が割引され、さらに旅行代金の 15％が旅

行先の買い物等で使える地域共通クーポンとして旅行者に配

布（10/1～）されるキャンペーンです。今後、多可町に宿泊

された方がそのクーポンでお買い物をされることが予想されます。 

地域共通クーポンの取扱店舗登録申請が９月８日から開

始されていますので、詳しくは観光庁の下記「Go To トラベル

事業公式サイト」でご確認ください。 

  URL (https://biz.goto.jata-net.or.jp/) 

Go To Eat について 

ポイント還元やプレミアム付き食事券を発行することで、新型

コロナ感染予防対策に取り組む飲食店の需要を喚起し、同時

に食材を供給する農林漁業者を支援するキャンペーンです。 

【内容】 

①地域内の登録店舗で使える 25%のプレミアムを付けた食事

券を発行する 

②オンライン予約サイトで予約・来店した方へ、次回に使える 1

人最大 1,000円分のポイントを付与する。 

参加飲食店登録は準備が整った地域から開始の予定です。 

●この 2 つのキャンペーンについてもう少し詳しいことを知りたい

方は、専門家による窓口相談日を設けています。 

 9月 16日㈬、17日㈭、23日㈬ 

 10月 2日㈮、15日㈭、16日㈮ いずれも 13時～17時 

 お気軽にご連絡ください。          （担当：全職員） 

  

  

https://biz.goto.jata-net.or.jp/

